
昭和25年10月1日発行の会報に
記載された「発刊の言葉」

元機械部長  三根繁太氏による題字　
第11号から第29号の表紙に掲載

　特技懇誌は、「特許庁技術懇話会々報」として昭和33年（1958年）7月15日に復刊第1号が発行され、
それから50年で第250号を迎えることができました。今号では、第250号を記念して、我が国におけ
る知的財産制度の略歴とともに、特技懇誌の主な記事を振り返ってみました。

　特許庁技術懇話会の会報は、前述の復刊第1号以前にも発行されており、その第1号が昭和25年10
月1日に発行されました。この第1号には、「発刊の言葉」として、次のように記載されています。
「技術懇話会は科学技術に基ずいた行政の運営、技官の地位、素質の向上等の点に存在意義があるが
　最近の活動方向は地位の向上のみ限定されて来た観がある。技術者の見解を行政上に強く反映す
る為には地位向上も勿論必要であり、今后も努力すべきではあるが此の裏付けとなる素質の向上は
当然我々の義務として強調されねばならない。
　デスク・エンジニヤーである我々に実地教育も必要であるが技術上の見識理解を特許行政の上に
反映するのに最も必要なことは『特許行政の在り方を把握する』事である。従って此の線に沿って会
のエネルギーの一部を使ふべきであり、此の会報は此のエネルギーが生んだものであるから会報発
表に御盡力を願ふ次第である。」（原文のとおり）

　この「発刊の言葉」は、今から58年前の特技懇の会員数が170名の時のものではありますが、その
精神は現在においても、十分に通用するものであるといえるでしょう。

　ここで、特技懇誌の体裁について振り返ってみますと、当初は、B5版で8頁程度の分量でした。昭
和35年6月7日発行の第11号より「特技懇」という題字が登場し、会報は次第に「特技懇」と呼ばれるよ
うになりました。平成11年8月13日発行の第207号よりA4版となり、現在のような体裁になりました。
　最後に、特技懇誌は、時代の要請に立脚し、会員のニーズに応じて必要な情報を提供することを目
的としていますが、右の年表をみますと、まさに、その役割を十分に果たしているといえるのでは
ないでしょうか。

（編集委員会）

特技懇誌の歴史
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1950-

1958

S33

2
号
「
審
査
・
審
判
職
の
待
遇
上
の
問
題
点
」

復
刊

1
号
「
特
許
庁
技
術
懇
話
会
々
報
」復
刊
第
1
号
発
行

1954

S29

昭
和
29
年
10
月
号
の
後
、
暫
く
休
刊

「
発
明
の
日
」（
4
月
18
日
）
制
定

1950

S25

１
号

「
特
許
庁
技
術
懇
話
会
々
報
」第
1
号
発
行

会
員
１
７
０
名

特
許
制
度
65
周
年

1940-

1949

S24

通
産
省
特
許
庁
と
な
る

1945

S20

太
平
洋
戦
争
終
結

1930-

1933

S8,9

「
技
術
者
運
動
」
の
一
環
と
し
て
特
許
庁
技
術
懇
話
会
発
足

特
許
庁
旧
庁
舎
完
成

1920-

1921

T10

特
許
法
等
改
正
（
先
願
主
義
導
入
）

1900-

1905

M38

実
用
新
案
法
制
定

1880-

1899

M32

日
本
、
パ
リ
条
約
・
ベ
ル
ヌ
条
約
に

加
盟

1887

M21

意
匠
条
例
制
定

1886

M19

ベ
ル
ヌ
条
約
締
結

1885

M18

専
売
特
許
条
例
制
定

専
売
特
許
所
設
立

第
一
次
伊
藤
内
閣
誕
生

1884

M17

商
標
条
例
制
定

1883

M16

パ
リ
条
約
締
結

特
技
懇
誌
の
歴
史

知
的
財
産
制
度
の
歴
史

世
相

現存する「特許庁技術懇話会々報」第1号第1頁（総4
頁）。※第1号編集後記によれば、この第1号以前に
も会報が発行されていた模様。

◆
顧
問
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

３
名

◆
審
判
部
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

17
名

◆
官
房
・
総
務
部
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

９
名

◆
陳
列
館
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

２
名

◆
特
一
部（
意
匠
・
商
標
？
）……
…
…
…
…

10
名

◆
特
二
部（
特
許
・
実
用
新
案
？
）……
…
…

129
名

旧庁舎。『三年町庁舎』と
呼ばれ、現在の特許庁と
同じ場所にあった。

 特技懇誌の歴史 
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1970-

1971

S46

49
号
「
庁
舎
移
転
計
画
案
に
つ
い
て
」

46
号

「
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
お
よ
び
植
物
の
新
品
種
の
保
護
の
問
題
に
つ
い
て
」

45
号

特
技
懇
会
員
１
０
０
０
名
到
達
記
念
会
報

1970

S45

38
号
「
特
許
庁
に
お
け
る
次
長
制
新
設
に
関
す
る
要
望
書
」

37
号

会
報
復
刊
後
20
年
記
念
号

35
号
「
調
印
さ
れ
た
特
許
協
力
条
約
」

特
許
法
等
改
正
（
審
査
請
求
制
度
・

早
期
公
開
制
度
導
入
）

33
号
「
特
許
行
政
高
度
化
の
必
要
性　

事
務
機
械
化
の
基
本
的
理
念
」

世
界
知
的
所
有
権
機
関
（
Ｗ
Ｉ
Ｐ
Ｏ
）

設
立

特
許
協
力
条
約
（
Ｐ
Ｃ
Ｔ
）
調
印

大
阪
万
博
開
催

1960-

1968

S43

28
号
「
出
願
傾
向
の
予
測
に
つ
い
て
」

1967

S42

27
号

判
決
紹
介
等
の
学
術
的
内
容
が
掲
載
さ
れ
始
め
る

1964

S39

13
号

「
コ
ー
ス
研
修
を
受
け
て
」

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催

東
海
道
新
幹
線
開
通

1960

S35

12
号
「
滞
貨
の
処
理
に
つ
い
て
」

1950-

1959

S34

７
号
「
ア
メ
リ
カ
の
特
許
庁
」

「
審
査
審
判
処
理
促
進
綜
合
対
策
に
つ
い
て
」

号
外
「
国
会
特
報
」 （
四
法
改
正
に
関
す
る
も
の
）

工
業
所
有
権
に
関
す
る
四
法
改
正　

　
（
特
許
・
実
用
新
案
・
意
匠
・
商
標
）

1958

S33

4
号
「
ノ
ル
マ
決
定
の
時
期
を
迎
え
て
」

昭
和
33
年
5
月
、
庁
内
に
研
修
所
新
設
。

昭
和
34
年
法
の
実
施
に
伴
い
、
審
査
官
・
審
判
官
の
資
格

の
基
礎
的
要
件
と
し
て
、
研
修
所
が
定
め
る
研
修
を
終
了

す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

第11号より「特技懇」
の題字が使用される。

昭
和
40
年
代
初
頭
か
ら
、
次
長
設
置
・
技
監
設
置
運
動
が

活
発
化
。

スイス・ジュネーブの
WIPO本部

「
遠
か
ら
ぬ
将
来
、
現
在
の
工
業
所
有
権
四
法
に
『
ソ
フ
ト

ウ
ェ
ア
保
護
法
』
と
『
植
物
特
許
法
』
を
加
え
た
工
業
所
有

権
六
法
の
時
代
が
来
る
」可
能
性
に
言
及
。
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1980-

1981

S56

107
号

「
情
報
特
集
」

105
号

「
制
度
改
正
に
向
け
て（
Ⅲ
）
―
審
査
お
よ
び
審
判
制
度
―
」

104
号
「
制
度
改
正
に
向
け
て（
Ⅱ
）
―
明
細
書
及
び
そ
の
補
正
―
」　

103
号
「
制
度
改
正
に
向
け
て（
Ⅰ
）
―
請
求
の
範
囲
及
び
多
項
制
―
」　

100
号
「
100
号
記
念
特
集
」

ス
ペ
ー
ス
シ
ャ
ト
ル
打
ち

上
げ
成
功

1970-

1979

S54

84
号
「
憂
慮
さ
れ
る「
滞
貨
」の
再
燃
」

1978

S53

80
号
「
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
関
連
発
明
の
特
許
性
」

日
本
、
特
許
協
力
条
約
を
批
准

国
際
出
願
開
始

1977

S52

73
号
「
電
算
機
利
用
の
現
状
と
問
題
点
」

欧
州
特
許
庁
（
Ｅ
Ｐ
Ｏ
）
設
立

1976

S51

67
号

「
国
際
特
許
分
類
」

日
本
、
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
協
定
を
批

准

1975

S50

63
号
「
物
質
特
許
特
集
」

日
本
、
世
界
知
的
所
有
権
機
関
へ
加
盟

ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
協
定
発
効

特
許
法
等
改
正
（
物
質
特
許
・
多
項

制
導
入
）

1974

S49

57
号
「
物
質
特
許
及
び
多
項
制
」

1973

S48

52
号
「
技
監
制
度
の
発
足
に
あ
た
っ
て
」

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
特
許
条
約
締
結

特
許
技
監
設
置

第
一
次
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク

従
前
は
日
本
特
許
分
類（
Ｊ
Ｐ
Ｃ
）等
が
採
用
さ
れ
て
い
た

が
、
昭
和
45
年
頃
よ
り
国
際
特
許
分
類（
Ｉ
Ｐ
Ｃ
）が
公
告

公
報
に
付
与
さ
れ
始
め
る
。

「
有
効
な
処
置
を
早
期
に
実
行
し
な
い
限
り
、
再
び
特
許
庁

を
滞
貨
の
山
が
襲
う
こ
と
に
な
る
。」と
言
及
。

オランダ・ハーグのEPO Tower and 
Hinge Buildings

来
年
度
の
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
計
画
を
に
ら
み
、「
審
査
業
務
か

ら
見
た
サ
ー
チ
業
務
の
機
械
化
に
関
す
る
考
察
」
等
の
記

事
を
掲
載
。

単
一
性
の
条
文
に
つ
い
て
「
特
許
出
願
は
、
一
の
発
明
又

は
単
一
の
一
般
的
発
明
概
念
を
形
成
す
る
よ
う
な
一
群
の

発
明
毎
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
す
る
こ
と
等
の
具

体
的
改
正
案
を
提
案
。

特
技
懇
誌
の
歴
史

知
的
財
産
制
度
の
歴
史

世
相

 特技懇誌の歴史 
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1980-

1986

S61

126
号
「
特
集
・
意
匠
」

　

三
原
山
噴
火

若
王
子
さ
ん
事
件

1985

S60

122
号

特
許
制
度
百
周
年
記
念
号「〈
特
別
企
画
〉
井
深
大
氏
・
本
田
宗
一
郎
氏
に
聞
く
」

120
号
「
実
用
化
進
む
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
」

工
業
所
有
権
制
度
百
周
年

Ｉ
Ｐ
Ｃ
Ｃ
発
足

特
許
法
等
改
正
（
国
内
優
先
権
制
度

等
の
導
入
）

半
導
体
回
路
配
置
保
護
法

1984

S59

116
号
「
高
ま
る
摩
擦　

植
物
特
許
問
題
を
め
ぐ
っ
て
」

「
委
員
会
レ
ポ
ー
ト　

機
械
検
索
に
つ
い
て
」

115
号

「
国
内
優
先
権
を
望
む
企
業
か
ら
見
た
戦
略
的
意
義
」

新
日
本
銀
行
券
発
行

グ
リ
コ
・
森
永
事
件

114
号

「
新
庁
舎
　
望
ま
し
い
審
査
室
イ
メ
ー
ジ
」

特
許
特
別
会
計
設
置

1983

S58

113
号
「
特
許
情
報
特
集
」

「
日
米
特
許
摩
擦
に
つ
い
て
」

111
号
「
第
3
期
庁
舎
の
完
成
を
目
前
に
し
て
」

108
号

別
冊
「
今
後
の
特
許
行
政
の
あ
り
方
」

ペ
ー
パ
ー
レ
ス
計
画

田
中
角
栄
ロ
ッ
キ
ー
ド
事

件
で
実
刑

大
韓
航
空
機
墜
落
事
件

東
京
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド

オ
ー
プ
ン

昭
和
58
年
度
に
試
行
段
階
に
入
っ
た
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
計
画

に
よ
っ
て
、
公
報
等
の
サ
ー
チ
資
料
に
代
わ
っ
て
各
種
の

端
末
機
が
室
内
に
多
数
配
置
さ
れ
た
状
況
と
な
る
こ
と
を

想
定
し
、
オ
ー
プ
ン
タ
イ
プ
の
基
本
レ
イ
ア
ウ
ト
を
提
案
。

Ｐ
Ｃ
Ｔ
加
盟
に
先
立
っ
て
、
昭
和
51
年
に
派
遣
さ
れ
た
Ｐ

Ｃ
Ｔ
調
査
団
に
お
け
る
知
見
等
か
ら
、
欧
米
各
国
に
お
け

る
国
内
優
先
権
制
度
の
歴
史
的
背
景
や
効
用
、
制
度
の
導

入
に
伴
っ
て
検
討
す
べ
き
事
項
を
藤
沢
薬
品
工
業
株
式
会

社
特
許
室
室
長
よ
り
ご
寄
稿
を
い
た
だ
い
た
。

昭和60年
発明の日ポスター

工 業 所 有 権 制 度
100年記念切手等

特
許
制
度
百
周
年
を
記
念
し
、
井
深
大
氏
と
本
田
宗
一
郎

氏
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
、
脚
本
家
西
澤
裕
子
氏
を
イ
ン

タ
ビ
ュ
ア
ー
に
18
ペ
ー
ジ
に
及
び
掲
載
。
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1990-

1990

H2

148
号
「
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
第
二
段
階
を
迎
え
る　

―
審
査
周
辺
業
務
の
機
械
化
―
」

特
許
法
等
改
正
（
電
子
出
願
制
度
・

要
約
書
の
採
用
等
）

1980-

1989

H1

144
号

「
Ｉ
Ｐ
Ｃ
Ｃ
の
活
動
」

新
庁
舎
完
成

消
費
税
ス
タ
ー
ト

ベ
ル
リ
ン
の
壁
崩
壊

天
安
門
事
件

1988

S63

141
号
「
総
合
庁
舎
と
審
査
業
務
」

139
号

「
迅
速
・
的
確
な
審
査
処
理
を
求
め
て
」

137
号

「
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
計
画
」

青
函
ト
ン
ネ
ル
開
通

1987

S62

134
号
「
盛
大
に
昭
和
62
年
度
特
技
懇
懇
親
会
開
催
」

133
号
「
審
査
・
審
判
部
門
の
新
し
い
オ
フ
ィ
ス
環
境
を
考
え
る
」

「〈
ハ
イ
テ
ク
最
前
線
〉
バ
イ
オ
セ
ン
サ
ー
」

特
許
法
等
改
正
（
改
善
多
項
性
・
特

許
権
の
存
続
期
間
の
延
長
制
度
等
導

入
）

ペ
ー
パ
ー
レ
ス
計
画
５
年
目
と
い
う
節
目
を
迎
え
、
三
極

の
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
計
画
進
捗
状
況
や
今
後
の
展
開
に
つ
い

て
を
特
集
。

出
願
、
審
査
請
求
数
の
増
加
等
に
加
え
て
、
ペ
ー
パ
ー
レ

ス
過
渡
期
に
お
け
る
業
務
負
担
の
増
大
に
よ
り
昭
和
56
年

度
以
降
一
貫
し
て
審
査
請
求
数
が
審
査
処
理
件
数
を
上
ま

わ
っ
て
き
た
こ
と
か
ら
、こ
の
ま
ま
の
推
移
で
は
ペ
ー
パ
ー

レ
ス
計
画
の
完
成
す
る
昭
和
68
年
度
末
に
お
い
て
は
、
審

査
要
処
理
期
間
が
５
年
余
り
に
達
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ

る
旨
を
解
説
。
今
後
の
施
策
の
基
本
的
方
向
性
と
し
て
、

昭
和
64
年
度
を
目
処
に
サ
ー
チ
外
注
を
本
格
的
に
実
施
す

る
こ
と
等
を
挙
げ
て
い
る
。

新
庁
舎
完
成
を
目
前
に
控
え
て
、
新
庁
舎
の
執
務
イ
メ
ー

ジ
等
を
特
集
。

特
技
懇
誌
で
初
め
て
の
Ｉ
Ｐ
Ｃ
Ｃ
関
連
記
事
。
Ｆ
タ
ー
ム

付
与
や
Ｆ
タ
ー
ム
に
よ
る
検
索
の
他
、
半
導
体
回
路
配
置

利
用
権
の
登
録
を
主
な
業
務
と
し
て
い
る
旨
を
紹
介
。

特許庁　新庁舎

特
技
懇
誌
の
歴
史

知
的
財
産
制
度
の
歴
史

世
相

 特技懇誌の歴史 
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1990-

1994

H6

175
号

「
知
的
所
有
権
ビ
ジ
ネ
ス
」

特
許
法
等
改
正
（
外
国
語
書
面
出
願

制
度
導
入
・
明
細
書
の
記
載
要
件
変

更
・
付
与
後
異
議
申
立
制
度
導
入
）

1993

H5

172
号

「
こ
の
20
年
―
特
許
技
監
の
歩
み
」

「
改
正
特
許
・
実
用
新
案
法
―
そ
の
運
用
と
活
用
」

特
許
法
・
実
用
新
案
法
等
改
正
（
補

正
要
件
の
変
更
／
新
実
用
新
案
制
度

等
）

皇
太
子
様
ご
成
婚

コ
ギ
ャ
ル

1992

H4

165
号
「
動
き
出
し
た
制
度
改
正
」

163
号

「
日
本
の
繁
栄
は
ど
こ
ま
で
続
く
の
か
」

1991

H3

160
号
「
Ｗ
Ｉ
Ｐ
Ｏ
ハ
ー
モ
条
約
に
む
け
て
」

ソ
ビ
エ
ト
連
邦
解
体

千
代
の
富
士
引
退

157
号
「
科
学
技
術
の
光
と
影 

―
地
球
環
境
問
題
に
み
る
―
」

湾
岸
戦
争

バ
ブ
ル
崩
壊

156
号
「
世
界
を
リ
ー
ド
す
る
日
本
の
最
先
端
技
術
」

155
号
「
動
き
出
し
た
電
子
出
願
」

1990

H2

153
号

「
審
判
あ
れ
こ
れ
」

ハ
ー
モ
ナ
イ
ゼ
イ
シ
ョ
ン
に
代
表
さ
れ
る
国
際
化
、
国
内

に
お
い
て
は
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
計
画
の
遂
行
、
審
査
期
間
の

短
縮
と
い
っ
た
解
決
す
べ
き
課
題
が
山
積
し
、
こ
れ
ら
の

こ
と
に
目
が
奪
わ
れ
が
ち
な
中
で
、
101
年
目
を
迎
え
た
審

判
制
度
に
つ
き
、
特
許
庁
の
組
織
充
実
の
要
で
あ
り
、
ま

た
特
許
庁
に
お
け
る
制
度
運
用
の
集
結
で
あ
る
と
し
て
取

り
上
げ
、
会
員
の
関
心
の
喚
起
を
促
し
て
い
る
。

知
的
財
産
権
に
つ
い
て
、
よ
り
積
極
的
な
利
用
の
流
れ
が
生

ま
れ
つ
つ
あ
る
中
、「
財
産
と
し
て
の
価
値
」に
着
目
し
、
権

利
に
対
す
る
企
業
意
識
、
権
利
の
価
値
評
価
、
さ
ら
に
は
技

術
取
引
等
新
た
な
場
で
の
権
利
活
用
な
ど
様
々
な
観
点
に
つ

い
て
、
メ
ー
カ
ー
や
商
社
な
ど
の
、
豊
富
な
経
験
に
基
づ
い

た
意
見
を
紹
介
。

バ
ブ
ル
崩
壊
後
間
も
な
い
こ
の
時
期
、「
日
本
の
繁
栄
」
と

い
う
大
き
な
テ
ー
マ
で
の
特
集
を
組
ん
だ
。
今
後
の
産
業

構
造
の
変
化
、
ま
た
そ
の
変
化
に
際
し
て
の
研
究
開
発
の

在
り
方
や
発
明
の
有
効
利
用
の
仕
方
に
つ
い
て
、
多
方
面

の
方
か
ら
提
言
を
い
た
だ
い
た
。

特
許
技
監
が
設
置
さ
れ
て
20
年
目
を
迎
え
た
こ
と
を
機
に
、

昭
和
48
年
か
ら
の
20
年
間
の
、
世
の
中
と
特
許
庁
を
取
り

巻
く
出
来
事
を
振
り
返
る
と
と
も
に
、
歴
代
の
技
監
か
ら

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
い
た
だ
い
た
。
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1990-

1999

H11

208
号
「
？=

著
作
権
＋
工
業
所
有
権　

～
著
作
権
法
100
周
年
を
迎
え
て
～
」

204
号 

「
意
匠
法
改
正
と
今
後
の
課
題
」

特
許
法
等
改
正
（
審
査
請
求
期
間
の

短
縮
）

203
号

「
活
躍
す
る
弁
理
士
」

特
許
電
子
図
書
館
の
開
始

産
業
活
力
再
生
特
別
措
置
法
（
日
本

版
バ
イ
ド
ー
ル
法
）

厚
底
サ
ン
ダ
ル
・
ガ
ン
グ

ロユ
ニ
ク
ロ
ブ
ー
ム

1998

H10

198
号
「
大
学
に
お
け
る
研
究
と
特
許
」

意
匠
法
等
改
正
（
関
連
意
匠
制
度
・

部
分
意
匠
制
度
導
入
）

サ
ッ
カ
ー
Ｗ
杯
初
出
場

197
号
「「
21
世
紀
ビ
ジ
ョ
ン
」
報
告
書
」

パ
ソ
コ
ン
電
子
出
願
受
付
開
始

大
学
等
技
術
移
転
促
進
法
（
Ｔ
Ｌ
Ｏ

法
）

1997

H9

192
号

「
行
政
の
情
報
化
」

190
号
「
金
融
と
特
許
」

ポ
ケ
モ
ン
登
場

1996

H8

186
号
「
グ
ラ
フ
ィ
カ
ル
・
ユ
ー
ザ
・
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
を
め
ぐ
る
最
新
動
向
」

1995

H7

180
号
「
エ
コ
・
デ
ザ
イ
ン
の
前
線
」

179
号
「
知
的
財
産
を
生
み
育
て
る
」

産
業
財
産
権
制
度
創
設
110
周
年

「
パ
テ
丸
く
ん
」
制
定

阪
神
大
震
災

サ
リ
ン
事
件

1994

H6

177
号

「
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
シ
ス
テ
ム
10
年
」

「
情
報
化
」
が
行
政
の
方
向
性
を
示
す
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド

で
あ
る
と
し
、
政
府
全
体
の
情
報
化
に
つ
い
て
の
最
近
の

話
題
と
将
来
像
に
つ
い
て
、
ま
た
、
各
国
特
許
庁
等
の
情

報
化
に
つ
い
て
紹
介
し
た
。
ま
た
、同
号
で
は
、イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
審
査
へ
の
活
用
に
つ
い
て
も
紹
介
が
な
さ
れ
て

お
り
、
審
査
ツ
ー
ル
の
拡
大
の
兆
し
が
見
て
取
れ
る
。

弁
理
士
制
度
100
周
年
を
記
念
し
た
特
集
。
知
財
環
境
が
激

動
す
る
中
、
様
々
な
分
野
で
活
躍
す
る
弁
理
士
の
方
々
に

話
を
伺
っ
た
。

特
技
懇
誌
の
歴
史

知
的
財
産
制
度
の
歴
史

世
相

電
子
出
願
、
検
索
・
登
録
等
の
庁
内
業
務
処
理
の
機
械
化
、

Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
Ｏ
Ｍ
公
報
の
発
行
等
に
よ
り
、「
入
り
口
か
ら
出
口

ま
で
」
特
許
情
報
が
電
子
媒
体
に
の
っ
て
処
理
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
ま
で
の
十
年
間
の
軌
跡
と
、
わ
が
国
の
ペ
ー
パ
ー
レ

ス
シ
ス
テ
ム
の
ま
わ
り
を
取
り
巻
く
環
境
に
つ
い
て
紹
介
。

産業財産権制度
シンボルマーク

（愛称：パテ丸
くん）
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2000-

2002

H14

221
号

「
ス
ポ
ー
ツ
と
知
的
財
産
権
」

知
的
財
産
戦
略
大
綱
策
定

知
的
財
産
基
本
法
成
立

小
柴
昌
俊
、
田
中
耕
一
両

氏
に
ノ
ー
ベ
ル
賞

Ｆ
Ｉ
Ｆ
Ａ
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ

プ
日
韓
共
催
大
会
開
催

タ
マ
ち
ゃ
ん
出
現

2001

H13

219
号

「
ブ
ラ
ン
ド
と
商
標
」

217
号
「
知
的
財
産
権
の
経
済
的
価
値
」

216
号

「
司
法
制
度
改
革
の
議
論
の
動
向
」

工
業
所
有
権
総
合
情
報
館
の
独
立
行

政
法
人
化

第
１
回
世
界
知
的
所
有
権
の
日
（
４

月
26
日
）

小
泉
内
閣
誕
生
「
聖
域
な

き
改
革
」
流
行
語
に

215
号
「
情
報
技
術
社
会
・
新
世
紀
」

（
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
、
ビ
ジ
ネ
ス
方
法
、

サ
イ
バ
ー
空
間
に
お
け
る
権
利
保
護
の
あ
り
方
に
つ
い
て
）

中
央
省
庁
再
編

2000

H12

214
号
「
21
世
紀
に
向
け
た
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
へ
の
提
言
」

（
発
展
す
る
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
特
許
制
度
と
の
関
係
に
つ
い
て
）

212
号

「
今
、
行
政
は
な
に
を
す
べ
き
か
？
」

「
環
境
と
知
的
財
産
の
新
た
な
関
係
」

211
号
「
Ｔ
Ｌ
Ｏ
が
動
き
出
し
た
！
」

（
Ｔ
Ｌ
Ｏ
法
の
制
定
と
共
に
生
ま
れ
た
国
内
10
の
Ｔ
Ｌ
Ｏ
と
、

米
・
英
・
中
の
技
術
移
転
機
関
を
特
集
）

209
号

「
21
世
紀
に
向
け
た
審
査
体
制
」

マ
ド
リ
ッ
ド
議
定
書
加
入

意
匠
・
商
標
・
審
判
・
国
際
出
願
手

続
の
電
子
化

高
橋
尚
子
、
田
村
亮
子
ら

金
メ
ダ
ル

21
世
紀
に
向
け
て
審
査
の
量
と
質
を
両
立
さ
せ
る
た
め
の

取
り
組
み
と
し
て
、
当
時
進
め
ら
れ
て
い
た
方
式
審
査
事

務
の
効
率
化
、
商
標
・
意
匠
審
査
の
迅
速
化
、
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
型
審
査
室
な
ど
を
紹
介
。

初
の
日
韓
共
催
の
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
、
ソ
ル
ト
レ
ー
ク
シ

テ
ィ
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
な
ど
ス
ポ
ー
ツ
の
ビ
ッ
グ
イ
ベ
ン
ト

が
開
催
さ
れ
る
こ
と
を
記
念
し
て
、メ
ガ
ビ
ジ
ョ
ン
、ド
ー

ム
、
サ
ッ
カ
ー
ボ
ー
ル
、
ウ
ェ
ア
、
シ
ュ
ー
ズ
等
に
用
い

ら
れ
て
い
た
最
新
技
術
を
紹
介
。

中
央
省
庁
再
編
を
半
年
後
に
控
え
、
行
政
、
特
許
庁
が
果

た
す
べ
き
役
割
に
つ
い
て
論
じ
た
。
甘
利
明
氏
（
現
経
済

産
業
省
大
臣
）、
大
賀
典
雄
氏
（
元
ソ
ニ
ー
会
長
）
へ
の
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
を
掲
載
。

企
業
の
競
争
力
を
決
定
す
る
要
素
と
し
て
ブ
ラ
ン
ド
に
注

目
が
集
ま
る
中
、
商
標
制
度
や
ブ
ラ
ン
ド
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン

ト
、
２
０
０
０
年
に
加
入
し
た
マ
ド
リ
ッ
ド
プ
ロ
ト
コ
ル

の
概
要
を
紹
介
。

進
行
中
の
司
法
制
度
改
革
の
議
論
を
追
い
、
専
門
的
訴
訟

へ
の
対
応
強
化
な
ど
後
の
知
財
高
裁
設
立
へ
の
道
筋
と
な

る
議
論
を
紹
介
。
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2000-

2005

H17

238
号

「
職
務
発
明
制
度
に
つ
い
て
」

「
愛
・
地
球
博
に
参
加
し
て
」

商
標
法
改
正
（
地
域
団
体
商
標
制
度
）

「
愛
・
地
球
博
」
開
催

236
号

「
特
技
懇
70
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
」

「
模
倣
品
対
策
の
現
状
」

知
的
財
産
高
等
裁
判
所
の
設
立

2004

H16

233
号
「
望
ま
れ
る
審
査
・
審
判
官
像
」

232
号

「
知
的
財
産
の
将
来
的
課
題
」

特
許
法
等
改
正
（
新
職
務
発
明
制
度
・

審
査
処
理
迅
速
化
へ
の
基
盤
強
化
）

231
号
「
特
許
庁
の
施
策
と
激
動
す
る
知
財
環
境
」

政
府
模
倣
品
・
海
賊
版
対
策
総
合
窓

口
を
経
済
産
業
省
に
設
置

「
冬
の
ソ
ナ
タ
」
な
ど
韓
流

ブ
ー
ム

2003

H15

230
号
「
知
的
財
産
の
創
造
、
保
護
及
び
活
用
に
関
す
る
推
進
計
画
」に
つ
い
て

特
許
法
等
改
正
（
異
議
申
立
制
度
廃

止
等
）

229
号
「
広
が
り
行
く
知
的
財
産
関
連
サ
ー
ビ
ス
」

知
的
財
産
戦
略
本
部
発
足

知
的
財
産
推
進
計
画
策
定

任
期
付
特
許
審
査
官
の
採
用
開
始

2002

H14

228
号

「
三
極
特
許
制
度
の
比
較
と
ハ
ー
モ
ナ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
展
望
」

226
号
「
企
業
に
お
け
る
特
許
出
願
戦
略
」

特
許
法
等
改
正
（
発
明
実
施
規
定
の

明
確
化
・
先
行
技
術
文
献
開
示
制
度
）

特
技
懇
誌
の
歴
史

知
的
財
産
制
度
の
歴
史

世
相

２
０
０
３
年
知
財
戦
略
本
部
が
設
置
さ
れ
、
初
め
て
取
り

ま
と
め
ら
れ
た「
知
的
財
産
推
進
計
画
」の
概
要
を
紹
介
。

海
外
に
お
け
る
模
倣
品
の
現
状
と
、
政
府
に
よ
る
対
策
・

特
許
庁
の
取
り
組
み
を
紹
介
。

愛
・
地
球
博
に
特
許
庁
と
し
て
出
展
し
た
と
き
の
展
示
や

イ
ベ
ン
ト
の
様
子
を
紹
介
。

231
ー
233
号
で
は
、
知
財
立
国
に
向
け
て
知
財
環
境
が
激
変

す
る
中
で
、
過
去
15
年
間
で
特
許
庁
が
展
開
し
て
き
た
施

策
を
総
括
す
る
と
共
に
、
知
的
財
産
制
度
が
抱
え
る
課
題

を
明
ら
か
に
し
、
知
財
制
度
、
審
査
官
・
審
判
官
の
有
る

べ
き
姿
を
考
え
た
。

愛・地球博出展の様子

三
極
特
許
庁
協
力
が
開
始
し
て
か
ら
20
年
経
過
し
た
こ
と

を
踏
ま
え
、
三
極
特
許
制
度
の
比
較
、
三
極
の
具
体
的
な

協
力
内
容
、
ハ
ー
モ
ナ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
向
け
Ｊ
Ｐ
Ｏ
の

果
た
す
べ
き
役
割
を
特
集
し
た
。
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2000-

2008

H20

249
号
「
意
匠
登
録
制
度

120
周
年
を
迎
え
て
」

2007

H19

247
号
「
知
財
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
取
り
組
み
」

246
号
「
知
財
人
材
育
成
」

245
号
「
任
期
付
審
査
官
座
談
会
・
知
財
立
国
を
支
え
る
新
た
な
力
」

244
号

「
地
域
の
知
的
財
産
」

「
広
が
る
国
際
審
査
協
力
」

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
促
進
の
た
め
の
特

許
審
査
改
革
加
速
プ
ラ
ン
２
０
０
７

2006

H18

243
号

「
ア
ジ
ア
の
知
的
財
産
」

小
泉
首
相
に
よ
る
特
許
庁
視
察

242
号
「
知
的
財
産
立
国
を
目
指
し
て

―
特
許
庁
長
官
と
若
手
審
査
官
の
座
談
会
― 

」

特
許
法
・
意
匠
法
等
改
正
（
シ
フ
ト

補
正
禁
止
・
分
割
制
度
濫
用
防
止
／

意
匠
権
の
存
続
期
間
延
長
・
画
面
デ

ザ
イ
ン
保
護
拡
充
）

241
号
「
身
近
な
知
的
財
産
権
」

240
号
「
技
術
の
移
転
と
活
用
の
現
状 

」

知
的
財
産
人
材
育
成
総
合
戦
略
／
日

米
審
査
ハ
イ
ウ
ェ
イ
（
試
行
プ
ロ
グ

ラ
ム
）
開
始

2005

H17

239
号

「
特
許
庁
の
実
務
と
裁
判
所
の
実
務
」

耐
震
偽
装
発
覚

経
済
発
展
め
ま
ぐ
る
し
い
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
い
て
特
許
出

願
が
増
加
し
て
い
る
状
況
を
受
け
、中
国
、韓
国
、イ
ン
ド
、

ア
セ
ア
ン
に
お
け
る
知
財
制
度
、
実
情
を
紹
介
。

特
許
審
査
ハ
イ
ウ
ェ
イ
の
試
行
を
受
け
、
特
許
庁
間
の
国

際
的
な
審
査
協
力
に
つ
い
て
特
集
。

特
許
庁
、
企
業
、
教
育
機
関
、
Ｅ
Ｐ
Ｏ
な
ど
、
様
々
な
方

面
の
知
財
人
材
育
成
方
法
を
紹
介
。

知
財
高
裁
の
設
立
か
ら
半
年
、裁
判
の
実
情
を
タ
イ
ム
リ
ー

に
紹
介
し
た
。
ま
た
、
裁
判
所
に
お
け
る
実
務
を
解
説
し

た
上
で
、
望
ま
し
い
審
査･

審
判
の
あ
り
方
を
考
え
た
。

「トリビアの泉」に
特許庁が取り上げら
れる。（同日に二以
上の商標出願があっ
た場合、登録をくじ
により決める）結果：
69へぇ


